
 

 

 

きまりを守って楽しい夏休みに！ 
 ７月２７日（土）から夏休みがはじまります。３０日間の夏休み、生活目標（学習、生活、お手伝い）

をしっかりと立て、生活ルールを守り、毎日を健康で安全に過ごし、夏休みが楽しく充実したものにな

るように願っています。 

 夏休みも基本的な生活ルールは変わりません。春にも配布した「みんなのきまり（拓勇小学校のきま

り）」、「児童・生徒生活のきまり（苫小牧市内共通のきまり）」をこの生活だよりにも載せました。

夏休みに入る前にお子さんと一緒に目を通し、ルールの確認をお願いします。 

 

特に夏休み中に気をつけること 

１．交通ルールを守る。 

  今年度、苫小牧市内では小学生の交通事故が６件発生しています。その内４件が自転車です。また、

ななめ横断や車道の飛び出しなどで、あやうく交通事故になりそうなケースもありました。命を守

るため、交通ルールを守るようご家庭でも一言お願いします。特に住宅街で交通事故が時折あるの

で、住宅街での自転車の乗り方、歩き方についても一言お願いします。また、着用義務ではありま

すが、命を守るために自転車のヘルメット着用お願いします。 

２．海や川には入らない。 

  苫小牧市内全域において、海や川は遊泳禁止です。暑いので入りたくなりますが、危険ですので絶

対に海や川には入らないようお願いします。 

３．帰宅時刻を守る。 

  ７月、８月の帰宅時刻は、午後６時です。６月からは市内全域で帰宅時刻１０分前に放送が流れる

ようになりました。暗い時間帯になると、不審者が出たり、犯罪に巻き込まれる恐れがあります。

帰宅時刻を必ず守るように声かけをお願いします。また、外出時には「だれと、どこに、何時ごろ

帰る」のかを伝えるようにしておくと安心です。 

４．不審者に気をつける。 

  今年度も苫小牧市内で不審者の情報が多数あります。特に６月以降急増しています。時間帯では、

夕方以降が多くなっています。また、最近はスマホでの盗撮などが増えています。子どもだけで外

出する際は、できるだけ人目が多い道を通る、複数で遊ぶなど、被害に遭わないための方法手段な

どについても、普段から話題に出していただければと思います。なお、不審者が出た場合は、まず、

警察へ（110 又は苫小牧警察署 35-0110）へ連絡の上、学校（57-2800)にも連絡をお願いします。 
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